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項番 寸法（mm） 備考

① 54.00 ISO準拠
（許容誤差+0.05/-0.06mm）

② 85.50 ISO準拠
（許容誤差+0.12/-0.13mm）

③ 39.63 製造基準
（許容印刷ずれ±1.00mm）

④ 12.07 製造基準
（許容印刷ずれ±1.00mm）

⑤ 4.06 製造基準
（許容印刷ずれ±1.00mm）

⑥ 30.05 製造基準
（許容印刷ずれ±1.00mm）

⑦ 52.55 製造基準
（許容印刷ずれ±1.00mm）

⑧ 2.16 製造基準
（許容印刷ずれ±1.00mm）

⑨ 2.91 製造基準
（許容印刷ずれ±1.00mm）

厚さ 0.76 ISO準拠
（許容誤差±0.08mm）

特定在留カード等追記欄配置図

【注記】
・追記欄（カード右下の水色部分）を一端又は両端とする寸法は、枠線（太さ0.3mm）の中央を起点又は起終点としている。
・本配置図は、追記用プリンタの改修等の便宜を図る目的で提供するものである。
ただし、配置は今後の意見公募手続その他の過程において変更される場合がある。

・本配置図を参考に追記用プリンタを改修し、又は新規に導入したことにより発生した損害について、国は責任を負わない。
・本配置図の提供は、追記用プリンタの使用及び特定の機種の採用を推奨する趣旨を含むものではない。
・本配置図は、特定在留カードと特定特別永住者証明書に共通である。

別紙３


